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　本人の前年所得が118万円以下の学生のかた（扶養親族等があれば、その人数に応
じた額が加算されます）
�����
　年金手帳・学生証・印鑑を持参し、市民課年金担当窓口へ。
　22年度に学生納付特例を承認され、引き続き在学予定のかたに
は、日本年金機構からはがき形式の申請書が届きますので、返送
してください。
　　※はがきが届かなかったり、学校等の変更がある場合は、申請
　　窓口へお越しください。
�������	
�������
　学生納付特例期間中に発生したけがや病気により障がいが残っ
てしまった場合には、障がいの状態に応じて「障害基礎年金」の申請ができます。
�������
　学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額
には反映されません。学生納付特例を承認された月から10年以内に保険料を納付
（追納）すれば、通常に納付された期間と同様の取り扱いとなります。
　※ただし、承認を受けた年度の翌年度から起算して３年度目以降は、当時の保険
　料に一定の金額が加算されます。
　※なお、学生以外のかたには、申請免除・若年者納付猶予制度があります。
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「
市
民
参
画
及
び
協
働
の
推
進
に
関
す
る
条
例
」

に
基
づ
き
、市
民
参
画
協
働
の
推
進
計
画
の
策
定

や
計
画
の
進
行
状
況
等
を

審
議
す
る
推
進
会
議
の
市

民
委
員
を
募
集
し
ま
す
。
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平
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十
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原
則
と
し
て
市
内
在
住
の
二
十
歳

　
　
　
　
　
　

以
上（
応
募
時
）の
か
た
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住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
・
性
別
・

　
　
　
　
　
　

生
年
月
日
を
記
入
し
、テ
ー
マ「
私

　
　
　
　
　
　

が
考
え
る
市
民
参
画
と
協
働
の
推

　
　
　
　
　
　

進
」と
し
た
レ
ポ
ー
ト（
八
百
字
程

　
　
　
　
　
　

度
・
様
式
自
由
）を
添
え
、
郵
送
・

　
　
　
　
　
　

フ
ァ
ク
ス
ま
た
は
メ
ー
ル
で
、五

　
　
　
　
　
　

月
二
十
五
日〈
必
着
〉ま
で
に
市
民

　
　
　
　
　
　

参
画
課
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選
考
委
員
会
で
審
査
の
上
で
決
定
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一
回
・
一
万
千
二
百
円（
所
得
税
込
み
）

�����　４月18日～５月２日・平日の執務時間内
�����　都市計画課〈＊意見書提出先〉
��������　縦覧期間中、三条南町地区地区計画（市決定）案は、住民および利害
　　　　　　　　関係人は市に、西芦屋町地区地区計画（市決定）原案は、土地に関す
　　　　　　　　る利害関係者は芦屋市長あてに意見書を提出することができます。
　※意見書は、個人情報以外は都市計画審議会の資料として公表されます。
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　既存の分譲マンション共有部分を、高齢者等に対応するように改造される場合に、
工事に要した経費の一部を助成します。詳しくは、下記へ。
���　１棟・21戸以上〈条件あり〉の分譲マンションの管理組合　���　廊下・
階段などの段差の解消、手すりの設置、床のノンスリップ化、通路や開口部の拡幅、エ
レベーターの設置等バリアフリー改修　����　限度額33万3,000円（助成上限
100万円につき３分の１を助成）　�����　所定の申請用紙（住宅課にあります）
に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、平成24年１月末日までに下記へ
＊管理組合の申請を審査し、原則として実施決定を受けた管理組合の選定した施工
　業者に対して、直接助成金の交付を行います。
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　４月18日（月）から、上記執務場所が市役所南館地下１階東側に変わります。
電話番号・ファクス番号は、
次のとおりです。
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　アナログ放送は、７月24日正午に終了します。地上デジタル放送の視聴には、地上デ
ジタル放送対応の受信機とＵＨＦアンテナが必要です。受信機は、デジタルテレビの購
入や地上デジタルテレビ用チューナーを取り付ける方法、また
ケーブルテレビに加入して視聴する方法があります。
　「何をすればよいかわからない」というかたや「テレビを買った
のにデジタル放送を受信できない」というかた
は、下記へお電話ください。
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　市では、このたび「新修芦屋市史　続篇」を
刊行しました。
　12章81節の構成で、昭和40年から平成16年
までの、40年間の行政のあゆみなどを収録し
ています。ご家庭に１冊、いかがですか？
������　5,000円　
������　Ａ５判/布製表紙/796ページ
�������市役所北館１階行政情報コー
　　　　　　　ナー・ラポルテ市民サービス
　　　　　　　コーナー
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　会社の健康保険等を脱退し、国民健康保険に加入される場合は「健康保険資格
喪失証明書」・印鑑が必要です。
　現在、国民健康保険に加入されていて、新たに会社の健康保険等に加入された
場合は、対象者全員の「新しい健康保険証」・「国民健康保険被保険者証」・印鑑を持
参し、届け出てください。国民健康保険の脱退の届け出をされない場合には、引き
続き加入者として保険料がかかることになりますので、ご注意ください。 
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　前年度に国保所得申告書を提出されたかた、または未申告のかたには、国保所
得申告書を４月下旬に送付します。期日までに申告することで、７月に決定する
保険料に反映されます。保険料の軽減制度を受けられる場合がありますので、所得
がない場合でも所得の申告をしてください。ただし、確定申告、市・県民税申告、会
社で年末調整をされたかたは不要です。
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　平成23年度の特定健康診査受診券は４月下旬に送付します。対象者は、４月１日
現在、芦屋市国民健康保険に加入されているかたで、満40歳から74歳のかた（年度
内に40歳となるかたも含む）です。
　後期高齢者医療被保険者（75歳以上）のかたにも、同時期に送付します。
　４月２日以降に芦屋市国民健康保険の資格を取得されたかたは、今回の受診券
発送対象外ですが、中途加入者を対象にした「特定健康診査」の実施を、来年１月に
予定していますので、該当するかたには、個別にご案内します。
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　市内の市立小・中学校に就学している
児童・生徒の保護者で、経済的な理由に
より就学させることが困難なかたに、学
用品・通学用品費および校外活動費など
の援助を行っています。
����　①生活保護受給者
　　　　　②児童扶養手当受給者
　　　　　③失業中のかた
　　　　　④世帯の年間所得額が基準額
　　　　　　以下のかた
����　各学校へ

�������	
��

�������	
����������������������

���������������	
��

���　４月19日（火）午前10時30分～正午　���　講義室　���　初
めてのかた限定　���　兵庫県歌人クラブ代表・楠田立身氏　���　
16人　�����1,000円　�����　上記へ　
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���　４月28日～12月22日（第４木曜日）午後２時～３時30分＜全９回＞
���　講義室　���　知っておきたい冠婚葬祭のマナー /生活に役立つ
作法や美しい立ち居振る舞い/素敵な挨拶の仕方など　���　日本現代作法
会副会長・寒川由美子氏ほか　���　20人　����　一括22,500円または
分割（7,500円×３回）で＊教材費1,200円程度別　�����　上記へ
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���　４月28日（木）午前10時30分～正午　���　講義室　���　尾崎
紅葉作「金色夜叉」　���　同人誌「播火」主宰・柳谷郁子氏　���　16人
����　2,300円（＊今回のみ・初心者1,000円）　�����　上記へ
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���　５月12日～（第２木曜日）午後２時～３時30分＜全24回＞　���
市民センター301室または401室　���　「和泉式部日記」　���　京都橘
大学名誉教授・鈴木紀子氏　���　60人　����　３回分5,400円×８回
または６回分割引き10,000円×４回で　�����　上記へ
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　平成23年度に実施する「市民企画講座」
を募集します。
　男女共同参画推進を目的とする講座で、
実施が決定した企画には１企画につき
30,000円以内の経費を補助します。
�����　４月22日～５月13日〈第１土曜日および平日の執務時間内〉
�����　市内在住のかたを中心とした３人以上のグループ
�����　所定の申請書およびグループ概要を上記へ持参

　＊所定の様式は、上記ホームページから　
　　ダウンロードできます。
�����　６月10日（金）に、企画者による
　　　　　　プレゼンテーションを実施し、
　　　　　　優秀企画〈３点以内〉を選考。
　＊決定した企画は、８月から翌年２月まで
　　に講座を実施していただきます。
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平
成
二
十
二
年
度
の
芦
屋
市
芸
術
文
化

活
動
顕
彰
の
贈
呈
式
が
、
三
月
二
十
三
日

（
水
）市
民
セ
ン
タ
ー
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

芸
術
文
化
活
動
顕
彰
事
業
は
、「
芦
屋
市

芸
術
文
化
活
動
助
成
要
綱
」に
基
づ
き
、各

年
度
内
で
芸
術
文
化
活
動
に
お
い
て
優
秀

な
成
績
を
修
め
ら
れ
た
市
民
ま
た
は
団
体

を
顕
彰
し
、
芸
術
文
化
活
動
の
一
層
の
振

興
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

助
成
の
対
象
と
な
る
の
は
、
国
際
的
ま

た
は
全
国
的
な
交
流
に
関
す
る
事
業
、
各

種
広
域
的
大
会
へ
の
参
加
事
業
、
ま
た
は

優
れ
た
活
動
に
対
す
る
顕
彰
・
表
彰
事
業

と
な
っ
て
い
ま
す
。　

今
回
顕
彰
さ
れ
た

の
は
、
次
の
皆
さ
ん
で
す
。
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第　

回
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県
高
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生
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コ
ン
テ
ス
ト〈
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大
会
優
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〉／
第
８
回

　

近
畿
高
等
学
校
英
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ス
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チ
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ン
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近
畿
大
会
優
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〉
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第　

回
兵
庫
県
小
・
中
・
高
校
絵
画
展

83

　

県
大
会
学
校
賞
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第　

回
日
本
管
楽
合
奏
コ
ン
テ
ス
ト
全
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国
大
会
中
学
Ａ
部
門〈
最
優
秀
賞
〉
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第　

回
全
日
本
高
校
・
大
学
ダ
ン
ス
フ
ェ

23

　

ス
テ
ィ
バ
ル
〈
全
国
大
会
神
戸
市
長
賞
〉

�������	
�����������

�������	
����
����������������������

�������	
��������������������� �
　これまでの入院医療費無料化（３歳誕生月までの乳幼児が対象）に加え、７月診療分から
対象年齢が拡充され、中学校３年生までの入院医療費が無料となります。
�� � �　入院医療費自己負担額の全額（保険診療分で高額療養費等を差し引いた額）
　　　　　　※「障害者自立支援法」・「特定疾患」・「日本スポーツ振興センター法」等の公費
　　　　　　　負担医療の給付を受けることができる場合は対象外
�����　保護者等の市（区）町村民税所得割税額が23万５千円未満であること
�����　�������	�
�����������
　　　　　　対象者には、６月末に乳幼児等医療費受給者証をお送りします。新たに制度
　　　　　　の対象となるかたは、受給者証の交付申請手続きが必要です。上記窓口へ
　　　　　　�������	
����������
　　　　　　医療機関等で支払った領収書・健康保険証・印鑑（認印可）・振込先口座が確認
　　　　　　できるもの・課税証明書（転入者等で本市に所得申告していないかた）・療養費
　　　　　　または高額療養費支給決定通知書（該当者のみ）・付加給付証明書（該当者のみ）
　　　　　　を持参し、上記窓口へ
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　城山 堰 

えん

 堤 （奥山）以南から河口までの芦屋川流域と、キャナルパーク水路南北護岸で
てい

　のバーベキュー等（火気を用いて食品を調理する行為）が禁止となります。
�������	
������������������
　午後６時から翌朝・午前８時までの間、キャナルパーク水路での航行は禁止。プレ
　ジャーボート等とは、水上オートバイ・モータボートその他推進機関としての内燃
　機関を備える船舶をいいます。
�������	
�������������������
　現在はＪＲ芦屋駅周辺を「喫煙禁止区域」として指定していますが、新たに、市内の
　３つの駅の周辺を「喫煙禁止区域」とします。
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　市では、市民の皆さんの写真でつづった市制施行70周年記念写真集
「芦屋の四季・70選」を発行・発売しています。
　市制施行70周年の記念として、市民の皆さんがつづった現在の芦屋風
景を、お手元に残しておかれませんか。
　記念写真集「芦屋の四季・70選」は、下記で購入し
ていただけます。
����　菊（Ａ４）判・120ページ（表紙等別）／上製本・
カラー印刷　����　1,000円　����　市役所北
館１階・行政情報コーナー／
ラポルテ市民サービスコーナー
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　現行の子ども手当を９月まで延長する「つなぎ法案」が、３月31日午後の参院本会
議で可決、成立しました。
　これにより、子ども手当は９月分まで延長され、次のとおり、中学校修了前（平成８
年４月２日以降生まれ）の対象児童を養育しているかたに支給されます。

■���　対象児童１人につき・月額13,000円
■���　６月〈２～５月分〉／10月〈６～９月分〉/２月〈未定〉
※平成22年度に受給しているかたは、自動継続しますので、手続きは必要ありません。
　ただし、出生・転入・転出等の場合は、従来どおり申請・届け出が必要です。
※公務員（独立行政法人等除く）のかたは、勤務先へお問い合わせください。
※10月分以降の制度については、改めてお知らせします。
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